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予算過程とコーデ、ィネイタ『

公共性と専門性の視点から

(83) 1 

池上 惇

はじめに 草の根の要求と概算要求一一

現代におけ与公共性を考える場合には，人権と契約についての相互了解だけ

でな仁その了解を生かし得るコミ品エケ-'Y豆 Y と，その基礎にある 人一

人の経済的，社会的自立性があるかどうかが問われてくる。との問し、かけのな

かで社会のひとわひとりの生存と発達を支えるシステムについても検討せざる

をえない。もしも，ある年に，福祉予算をくみ，その結果，納税者個々人の経

済的社会的自立の基礎が形成されるとすれば，この基礎を生かして，納税者は

予算編成に参加L，ネットワーキングをおこなうことができる。

ところで，財政活動の根幹とも言うべき現代の予算制度の形成と発展の過程

を私的な欲求が，公共的な欲求へと発展する過程として把極してみよう。まず

社会を構成するひとりひとりの欲求が，各種の利益をともにする人々の戸の結

集という形で，個人のレベルから集団のレベルへと徐々に集められる。このレ

ベノレの要求の形成は，アメロカではグラ月・ノレーツ，つまり草の根の要求と呼

ばれる。日本では，かつて，路地裏の要求と Lヴ用語があったが，今日では，

1:草の根」あるいは不ットワーキングとよばれることが多¥'0 さらに，行政機

関は，毎年これらの声をあつめた利益団体や，さらには圧)J固体の要求をうけ

て，各行政領戚ごとに(例えば， 日本では通産省，自治省，運輸省，建設省，

労働省，農林水産省，郵政省など〉各種の要求(例えば，特定の産業の進行の

ための助成，地域振興政策，鉄道，海運，航空などの関連施設の整備，そして，

道路やダムの建設，農山漁村の振興等々)をとりまとめる。これを概算要求と
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言って，これらの要求は，大蔵省に集められる o 大蔵省が，国税庁を通じて集

められてきた税金の額と，各種要求を実施するのに必要な資金額との調整をお

こないJ 大蔵省原案という名の予算書官つ〈りあげる。この原案をもとに，政

府は，議会政治のもとで，それぞれに国民的規模での要求をまとめる力をもっ

各政党，とりわけ，多数派を形成している政党の意見をとりいれJ 政府原案を

つくり，国会に提出1るよとになる。ょの過程，および，国会での審議にあた

って，設も基本的な問題は，まず，第 に，なにをもって， もっとも公共的な

欲求とするか，第二に，限られた収入のもとで，公共的な欲求に優先順位をつ

けるとき，何をもって順位決定の基準とすべきか， という問題である。

常識的に考えるならば，公共の資金である税を使用して，公共の欲求を充足

するのが，予算過程における意思決定，とくに，国会における意思決定の機能

なのであるから，国会における多数決による意思決定がすなわち，公共性のあ

る意思決定である， という主張もなりたつ。しかし，いかに多数決で決定しで

も，その決定が，公共の利益に反し，少数者の特権をむしろ擁護した，といわ

れうるようなケースは，これも常識的にみて，決してすくなくない。有名な

「補助金と政権党」という書物をあらわした広瀬道貞という人は，多数派を形

成してJ 政権をにぎった政党が，投票への「報酬」として国民の税金であるも

のを補助金として，自分たもの集票のために自分の後援団体や，圧力団体のた

めに使用している， という事実を指摘した。これでは，公共的な資金の使用方

法であるとは言えず，自分の当選のための「地盤づくり」に公共の資金をつか

っていることになる。多数決できめた，というだけでは公共性を主張しえない

側面があることは明らかである。

I 情報のコーディヰイヲーとしての主計官

アメリカのミ Jンガン大学， 日本研究所長であったジョン・キャ y ベル氏は，

1977年に「現代における日本型予算の政治学Jll t-_ I.r寸研究者公表し， 1984年

。J.C. Campbell， Contemtorary Japaπese Budget Politics， 1977 
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に， 日本語訳への序文士書いている。設の分析によると， 日本の官僚のなかの

エリート中のエリートは，大蔵省の主計官である。彼らが，各省庁の概算要求

に対して査定をおこなうとき，その基準となるのはp つぎのようなものである。

(1) Iスジ」ーその目的が適当か，要求額は穏当か。説明は理路整然として

L、る由、。

(2) Iワク」 その経費に対する予算の「ワグ」は十分余裕があるか。

(3) Iハヲンλ」ーその経費が，類似，関連経費とどのような関係をもっか。

(4) Iタイミング」一同 性質のさまざまな要求〈五つ分しか財源がないと

きに，十個分のダム建設要求があるとき〕がなされているとき， どれを

優先すべきかU

(5) Iセキサン」ー省が提出した数字， 左〈に単価主員数が厳正に計算きれ

ているか2)。

ここでキャンベノレ氏の分析からはなれて， Iスジ」の内容を独自にとりあげ，

前章の結論をふまえて言うとすれば，本来，査定は公共性についての真剣な討

論や，人間の生存や発達に関する具体的な調査，各種の情報の収集J 分析が必

要なことは言うまでもない。いわば，主計官は，公共性に関する情報のコーデ

ィネイターなのであって，彼の査定にはJ 年々の財政支出がJ 国民生活， とり

わけ，納税者の生活にどのような影響をあたえたかについての情報と，この情

報の分析にもとづいて， どのようにすれば，新年度には，より公共性の高い予

算が編成しうるか，についての検討結果が反映されなければならないのである。

人聞は，個人であれ，集団であれ，社会の構成者であれ，たえず，情報とそ

の伝達士通じてJ 自分の過去の行動の結果を分析し，その結果にもとついて，

過去り行動のハターンを変更してきた。サイパネアィクスの原理を開発して，

「情報の伝達による制御」を最も高度な組織活動として位置づけた N.ウィー

ナーは，このような行動のパタ γ の変更を学習と名付けた。彼は言う。 I仕

2) 1. C. Campbell， op. cit.， p. 62，ジ aン キャンベル若，小島昭「由訳「予算ぷんとめJ1984年，
101へーシ。
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事の結果から送りかえされる情報が仕事の一般方式と仕事遂行のパター γ を変

更するととができるものであるならば，その過程は学習と呼ぶのが適当であ

る3)oJと。

民主主義社会において，社会の人々が，権力や強制による統治にかわって，

人々の自立を前提とした集団的で社会的な意思の形成をおこなおうとするとき，

との学習を通ずる個人』集団J 社会の意思決定は，最も自然で，個人，築悶，

社会の利益の両立や調楚を可能にすることは言うまでもなし、。もし，理怨的な

民主主義社会において，主計官が，専門前なコーディ不イターとして過去の予

算の執行の結果を情報としてうけとめ， この分析の結果としてp より公共的な

業務の遂行のために過去の行動の f 、タ ンが変更されるならば，予算の編成と

意思決定は， きわめて合理的なものとなり，さらに，議会における審議が，か

かる合理的な判断をより深〈検討し，議員と L寸，とす1も，また 程のコ←デ

ィネイターが，新アこな情報の収集と分析を通じて，大蔵原案官補強できれば，

さらによりよい結果が得られるであろう。

このように，予算編成過程を，社会が意思決定をおこなう場合の一種の「学

習過程」とみて分析をおこなう方法は， I情報の伝達による社会の制御J，つま

り，サイパネティクスの原理を予算過程の分析に応用したものである。この場

合，議員や主計官などのコーディ不イターが，公共性の基準からみて公正な判

断をくだしうるかどうかは， I草の根」からの要求とその相互関係を「人間の

生存と発達」という基準よりみて，より深〈理解 L ひとりひとりの欲求を実

現するうえで，社会の人々の相互依存の関係を認識しうるか否かにかかってい

。。

II ニーズの社会的評価

いわゆる「草の根」の要求は，それ自体を，相互関係から切り離してみれば，

3) N. Wiener， The Human Use 01 Human Beings， Cybernetics cnd Society， 1950， 1954. 
Avon Books. 1967， p. 84， N.ウィーナー，鎮目恭夫，地U原止尤夫訳「人問機械論」第2版，み
ずず書房， 1979年， 61へージ。
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いわゆる「住民のエゴ」とうけとられやすい。例えば，自分の居住地の近くに，

保育所をつくってほしい， という要求は，幼児をもたない人々や，地域的にみ

てJ 建設予定地から速くはなれて生活している人々からみれば， 1特定の利益

を個人が要求しているだけである。したがって，ダブル・インカム家庭のユコ

である。」とうつるかも知れなし、。他方， 老人が文化的雰囲気で話し合えるよ

う地域に老人センター士つくってほしいとし、う要求も，若い人々かbみればJ

「斗ゴ」とみえるかも知れぬ。しかし，保育所中老人セ Y タ を求める要求の

「よってきたる」根拠を実際に調査し原因を解明するために，家族，地域，

雇用などに関する情報をあ勺めてみると，そう簡単に「ェゴ」と号室めつけられ

ない要因が沢山でて〈ることが多いn

多くの場合，保育問題や老人問題の背後には，雇用における男女の平等や，

婦人の社会的進出という事実がある。男女が，平等に就業機会をもっ， という

ことは，機会の均等や社会における分業の利益という点から評価しうる。もし，

分業によって，一人一人の職業についての意欲や専門性が高められ，また，男

女の社会的な平等によって，婦人の「はたらく意欲」や「向上心」に積極性を

あたえるならば， 人一人の人聞にとって利益になるだけでなく，文化の発展

や社会の生産力の進歩や，民主主義の基礎としての「一人一人の生活の経済的

基礎Jの強化につながることはあきらかである。もし，保育所が，社会の分業

や男女の協力関係を促進し，生産力の発展と民主主義の基礎をつよめるのに役

立つのであれば，それは，いま，幼児をもたない人々にも，利益をもたらすで

あろうし，地域的に遠くはなれていて，直接には，保育所在利用 Eきない人々

にも利益をもたらすであろう。

また3 保育所を地域社会につくったとき，家族制度および地域社会にもたら

す便益も無視できない。保育という業務が，家族内の私事からでて，保育の専

門家による業務となるときs その保育は，専門的な職業人に上ってになわれ，

保育内容にも，保健，医学，心理学など，多くの科学的な知識や方法が導入せ

られる。このことによって，保育の質が高主札その経験が，ひろ〈一般化き
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れて，知的な資産として蓄積きれるならば，この蓄積は，レま子供をもたない

家族にとっても，いつかはJ 大きな便益をもたらす。また，保育の専門家と父

母が密接なコミュニケーションをもつことによってJ 家族制度は，従来の私事

化された枠を越え，社会と私事との関連のなかで発展する。これもまた，個人

と社会の総体の利益の共存である。さらに，地域社会の保育所とその専門家は，

地域の人々の文化， コミュニケーション，健康などに，大きな影響をあたえる

かも知れない。要するに，保有の要求という単純な事実から，その背後にある

ものを探ってみるならば，そこには，人々の私的な利益の相互関係があわ，こ

の相互関係を認識すれば，ある地域の保育要求が IYゴJであるとは，必ずし

も言えなくなるU

老人セソターの要求についても，同じことが言えよう。長寿社会において，

老人は身体的な能力においては衰退君子余儀なくされるが， もし， 適切な環境

適度な労働7.ポーツ，文化，コミュニケーショ γの機会等々ーーがあり，

知的な能力における発展が促進されるならば，その総合的な判断の力は，社会

の進歩に Eって欠〈ことはできない。老人センターの建設によって，かかる能

力が持続しうるとともに，老人医学や，介護の専門家が，老人の健康と人間的

発達について，より深〈研究し，老人の知的資産を社会にとって有用なものと

Lて維持，発展しうるとすれば，この要求が，単なるエゴにおわることはない。

また，老人センターによって，若い夫婦の世帯の独立が可能になれば，これも

また，社会にとって有益であろう。

III 共同資産とネヴトワーキンゲによる学習過程

保育や老人問題の背後にある，かかる「相互依存の関係』が，研究されしJ 解

明され，情報として，人々に公開され，人々の共同の資産となるには， つに

は，コ ディネイターが専門的調査と研究の能力を養ヮて，ニ ズに対処する

室長勢を持たざるをえず，二つには，保育所中老人センター建設の要求が具体化

してゆく過程に社会のさまざまな人々が参加し，討論1-，納得し，専門家の判
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断を(もしそれが科学的事実に基づいておれば)支持する，という条件がなけ

ればならない。端的に言えば， コーディネイターの専門性と納税者たちの相互

理解をふまえた意思決定過程への参加があって，はじめて， I相互依存の関係」

を社会の人々が認識し， r私」と「公」の調整が可能になるのである。上に述

べた意味での「学習モデノレ」による予算過程の分析は，この一つの条件によっ

てはじめて現実的なものとなりうる立あろう。

ところが，実際には，この学習壬デノレの二つの前提は，多〈の国々で，大き

な障害に直面している。ここで，キャ γ ベノレ氏の分析にたちかえるとすれば，

氏は日本の予算過程について，主計官の重要性を強調しつつ，つぎのよろに言

ヤ

つ。

「主計局は現在，各省の要求を 瞥する以上の仕事をこなすだ什のスタップ

をもたない。海外援助についての理解を十分にもつ外務省や通産省においても，

役人は非常に少数である。経済サミットや海洋域会議やガットでもそうなのだ

が， ζのような国際交渉にお什る日本の地位を向上させるためには，複雑な問

題を研究するだけの自由時聞をもっ役人の不足が，ひどい制約となった。」ω

情報の不足したコーディネイターを待っているものは， r利益集団や政治家

からの圧力J5) であり，無秩序な「予算のぶんどり，かけひき，けとばし」の

横行であった。これに加えて，納税者の意思決定への参加については，日本の

予算編成には，多くの困難がある C キャンベノレ氏によれば r日本では，政治

および政策問題に対する知識は他の国よりもまさっているがJ 積極的参加の傾

向は， とくに地域社会の利害を超える問題について言うと，アメリカにおける

よりも弱いように思わjもる。J"ということになる。

IV 予算過程の官僚制化

ワーディネイターの専門性が弱しかっ，納税者の相互理解も参加も積極的

4) j， cキャンベル，前掲訳書， 日本語版序文一英文京本にはないー引用者， 17-18ベージ。
5) 同上， 15ベ←シ。
6) 1. C. Carnpbel1， op. cit.， p. 279，前掲訳書， 366ペジ。
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でなレ，とすれば，予算過程における学習は，重大な困難に直面する。まず，

年々の財政活動の結果を情報として集約するととができない。このことは，先

に述べた「相互依存性」が個々の苧の根の要求者たちにとっても，また， コー

ディネイターにとっても認識できないことを意味する。そうなると，個々の要

求は，文字どおり， r他の要求との関係を無視したエゴ」としてしか，主張の

しょうがない。他方，要求の背後にあるものが，調査も研究もされないのであ

れば，名目だけの草の根からの要求をつくりあげて，実際には，獲得した予算

を人間の生存や発達のためにつかうのではなし集票や，利権政治のためにつ

力主う， ということさえおこる。

他方，意思決定過程は，官僚化L，ある意味で，単純なルーんをきめて，こ

れを機械的に実行する， ということになるのキャンベル氏は，予算編成の政治

学に関する A ヴィノレダフスキーの主張を次の五点に要約L-， この結論は，

日本の予算過程にもっともよくあてはまる，と言っている。

(1) 予算編成は歴史的である。ある年の予算の大半は義務的なものであり，

残りについても変動はわずかなものである。予算参加者は変化にのみ注意を向

ける。

(2) “予算編成は専門化され，断片化されている。予算は各部分に分制され，

それぞれが専門的な機関で処理されている。そしてそれらの聞の公式的調整は，

ほとんどなされない。各参加者は自分自身の役割(たとえぼ使い手，査定者，

上訴審)を通常は固守している。

(3) 予算編成は，没計画的な傾向をもっている。なぜならば，政策をその長

所について比較し判断する ζ とは，きわめて困難なこと℃あり，参加者が問題

の行政的側面に焦点をあて吾とし、う経験的な方法をとっているからである。

(4) 予算編成は，継起的かっ反復的である。子算編成が毎年繰り返されてい

る以上，問題は少しずつ解決されることになる。各年の過程内で，解決しやす

い問題は各段階で処理さわし，残りは後に回わされるo

(5) 予算編成は紛争回避の機能を果たしている。役割を果たす際の行動が安
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定していることは，参加者聞の安定した期待をもたらす。参加者は通常その仕

事をな Lとげるときに，利害を共有するものである。他の参加者の予期された

反応が，基本的な決定基準である730

さまざまな予算要求，あるいは，概算要求の背後にある|相互依存の関係」

が見凡なくなれ個人は，自分の要求のみを生存の必要上から，相互依存0)認

識のないままに主張をくりかえし，他方， コープィ不イターは，相互依存の関

係を研究，調査する力も時間もなしただ，過去の実績の上に無計画的に

「増分」を積みあげる， ということになれば，予算過程は，予算ーを「ぶんどれ

る」力のある人々の「草刈り場」となり，金力や権力に応じた租税の分配主制

度化L.正当化する機会に変質してしまう。

この変質をくいとめるために，コーディネイタ の専門性を回復し，納税者

の意思決定への参加を保障する方策はないものであろうか?

おわりに 長期計画と予算編成の区別

この目的のための重要な一歩として，キャンベノレ氏は，予算の諸分野への配

分にあたって， r最も重要な配分決定を扱うための，予算編成以外の何らかの

方法を考えだすこと」を提案する。この方法とは，予算編成が年々の，短期的

な意思決定であるのに対して，長期にわたる事業の計四を，これとは区別して

とりあっかうことである。

キャンペノレ氏は， rこのような重要決定と限定された予算上の意思決定とり

区別は，多くの政府で認識されている」と指摘し rたとえばアメリカにおい

ては，周期的『授権』過程は議会の『立法』委員会の権限であり J 予算編成は

議会の「歳出予算』委員会の権限である oJ8l と言う。たしかに，アメリカ合衆

閣の予算制皮は，日本のそれと大変にちがっていて，合衆国憲法第2条第九項

第 7号は「国庫からの支出はすべて法律で定められた歳出予算(appropriation)

7) 1-c. Cumpbell， op. cit.. p. 27? 前掲訳書， 3f'i!i一目白ベーシ。
8) J. C キャンベル，前掲訳書， 16へージロ
9) 浅見敏編「世界の財政制度」金融財政事情研究会， 1986年， 144ページ。
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に従つてのみおこなわれる」と規定し，毎年度13本(農務，国防，エネルギー，

水，対外援助，住宅都市，内務，労働，立法府，運輸，商務，および法務J 財

務など)に及ぶ歳出予算法が，経常的な権限にもとづいて別々に成立する。他

方，歳出予算が歳出予算法に計上されるためには，授権法(AuthorizationAct) 

によって，連邦プログラムの開始や承認に関する法律が成立していなければな

らない。そして， i歳出予算法により授権法の規定を変えることはできなL、。

また歳出予算法は授権法で定められた金額を超えて歳出予算を計上できなし、が

授権法で定められした金額を必ず計上する必要はなく，少ない金釘か， まっ

た〈計上しないよとも許されているoJ9
) ょのような vスアムは，長期の事業言l

酉と午々の経常的支山とを一応は区別することを可能にl.-， それぞれの予算に

ついての法律を総合的に調整Lつつ実施してゆ〈ことを可能にするので，きわ

めて合理的な性格をもち， iぶんどり」の介入の余地はす〈な〈なることは言

うまで 4沿い。そ Lて，同時に，立法と予算が密接に関係するとなれば，財務

官と議員のコミュニケーシ司ンや調事長，大統領行政管理予算局の予算編成作業

との調整J など，きわめて多〈の調整機会が発生する。この調整機会が， コー

ディネイタ の専門性を高め，納税者の予算編成への参加の機会となれば， γ

ステムは，きわめて理想的に機能する。

しかし i何でもカネ」で解決Lょうとする現代的風潮のもとでは，いわゆ

る圧力団体の代理人としてロピイ只トがJ 圧力団体に雇用され，私的利益実現

に腕をふるう，という事態も当然におこってくる。そうなれば，有能なロピイ

ストをやとうカネのある団体と，そうでない団体との聞に資金配分の優先順位

をきめるにあたって差がつく ζ とはさけられない。

このような現状にもかかわらず，キャンベノレ氏の言うように，長期計画の決

定と予算上の意思決定との区別はきわめて重要な意味をもっo それは，何より

も，何年にもわたる長期的な計画や視野とのかかわりなしに毎年の予算を編成

する ιとは，社会の恵、思決定が， I当面の利益」の確保にはしって， i長L、目

でみた利益」を考慮できなくなってしまうからである。
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日本の予算制度においても，長期 (10年内外〉の経済計画と，年々の予算編

成との関係は絶えず論議の対象となっている。 しかし，合衆国における予算制

度の伝統と比較すれば，長期的な視野と短期的な，当面の判断との関係が稀薄

になりやすいという傾向は，否定することができない。この点で』キャンベノレ

氏の分析結果に対しては，謙虚に受けとめる姿勢が必要であろう。


